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第６節　救助体制

（１）救助活動件数及び救助人員の状況
　消防機関が行う人命の救助とは、火災・交通事故・
水難事故・自然災害や機械による事故等から、人力
や機械力等を用いてその危険状態を排除し、被災者
等を安全な場所に搬送する活動をいう。
　平成26年中における全国の救助活動の実施状況
は、救助活動件数５万6,695件（対前年比220件減、
0.4％減）、救助人員（救助活動により救助された人
員をいう。）５万7,809人（同150人増、0.3％増）
である（第2-6-1表、附属資料44）。
　このうち、救助活動件数減少の主な要因は、「交
通事故」における救助活動件数（対前年比732件減、
4.6％減）が大幅に減少したことである。
　また、救助人員増加の主な要因は、「建物等によ
る事故」（対前年比305人増、1.5％増）や「水難事
故」（同159人増、6.2％増）などが増加したことで
ある。

（２）事故種別ごとの救助活動の状況
　平成26年中には、広島市で発生した土砂災害に
おいて、二次災害の発生が懸念される状況下での大
規模な救助活動が行われた。
　また、御嶽山噴火災害では、高い標高、堆積する
火山灰など、困難な状況下での懸命な救助活動が行
われた。

	 1.	 救助活動の実施状況 　事故種別ごとの救助活動件数及び救助人員の推移
は、いずれも「建物等による事故」で増加する一方、
「交通事故」で減少している。
　なお、「建物等による事故」については、救助活
動件数において、平成20年以降最多の事故種別と
なっており、救助人員においても、昭和53年（1978
年）以降最多の事故種別であった「交通事故」を抜
き、平成25年以降最多の事故種別となっている。
　救助出動人員（救助活動を行うために出動した全
ての人員をいう。）は、延べ136万209人である。
このうち、消防職員の出動人員は延べ127万1,270
人であり、「交通事故」による出動が28.1％、「建
物等による事故」による出動が27.0％となってい
る。一方、消防団員の出動人員は、延べ８万8,939
人であり、「火災」による出動が73.2％となっている。
　次に、救助活動人員（救助出動人員のうち実際に
救助活動を行った人員をいう。）は、延べ54万3,360
人であり、救助活動１件当たり9.6人が従事したこ
ととなる。また、事故種別ごとの救助活動１件当た
りの従事人員は「風水害等自然災害事故」の18.3
人が最も多く、次いで「火災」の15.5人となって
いる（第2-6-1図、第2-6-2図、第2-6-2表）。

（１）救助隊数及び救助隊員数
　救助隊は、「救助隊の編成、装備及び配置の基準
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第2-6-1表 救助活動件数及び救助人員の推移
区分

年
救助活動件数 救助人員

件　数 対前年増減比（％） 人　員 対前年増減比（％）

平成22年中 55,031 3.6 58,682 6.7

平成23年中 57,641 4.7 63,618 8.4

平成24年中 56,103 △ 2.7 59,338 △ 6.7

平成25年中 56,915 1.4 57,659 △ 2.8

平成26年中 56,695 △ 0.4 57,809 0.3

（注）　１　「救助業務実施状況調」により作成
　　　２　消防本部・署を設置しない市町村の消防団の活動件数等も含めている。本節の以下のデータにおいても同じ。
　　　３　平成22年中は、東日本大震災の影響により釜石大槌地区行政事務組合消防本部のデータを除き集計している。
　　　４　 平成23年中は、東日本大震災の影響により１月１日から３月10日の釜石大槌地区行政事務組合消防本部及び陸前高田市消防本部のデータを除き

集計している。

202



を定める省令（昭和61年自治省令第22号）」（以下「救
助省令」という。）に基づき、消防本部及び消防署
を置く市町村に設置される。人命の救助に関する専
門的な教育（140時間）を受けた隊員、救助活動に
必要な救助器具及びこれらを積載した救助工作車等
によって構成され、救助隊、特別救助隊、高度救助
隊及び特別高度救助隊＊1の４つに区分される。
　平成27年４月現在、729消防本部に1,427隊設置
されており、救助隊員は２万4,330人となっている。
１消防本部当たり2.0隊の救助隊が設置され、１隊

に17.0人の救助隊員が配置されていることとなる。
消防本部数は広域化により減少しているが、１消防
本部当たりの救助隊数及び１隊当たりの救助隊員数
は増加傾向にある。

（２）救助活動のための救助器具等の保有状況
　救助活動のための救助器具等には、油圧スプレッ
ダーなどの重量物排除用器具、油圧切断機などの切
断用器具及び可燃性ガス測定器などの検知・測定用
器具などがあり、発生が懸念されている大規模地震

第2-6-2表 事故種別救助出動及び活動の状況
（平成26年中）

事故種別
区分

火　災 交通事故 水難事故
風水害等

自然災害事故
機械に

よる事故
建物等に
よる事故

ガス及び
酸欠事故

破裂事故 その他 計

救助活動件数
4,389 15,096 2,640 317 1,003 22,643 387 5 10,215 56,695 

（7.7） （26.6） （4.7） （0.6） （1.8） （39.9） （0.7） （0.0） （18.0） （100.0）

救助人員
1,733 20,018 2,744 919 1,206 21,063 388 4 9,734 57,809 

（3.0） （34.6） （4.7） （1.6） （2.1） （36.4） （0.7） （0.0） （16.8） （100.0）

消
防
職
員

救助出動人員
146,714 357,368 78,077 13,511 23,326 343,172 11,019 349 297,734 1,271,270 
（11.5） （28.1） （6.1） （1.1） （1.8） （27.0） （0.9） （0.0） （23.4） （100.0）

救助活動人員
56,767 150,789 38,443 5,607 9,930 173,021 4,099 38 88,200 526,894 

（10.8） （28.6） （7.3） （1.1） （1.9） （32.8） （0.8） （0.0） （16.7） （100.0）

消
防
団
員

救助出動人員
65,104 1,933 3,761 370 134 2,139 163 13 15,322 88,939 

（73.2） （2.2） （4.2） （0.4） （0.2） （2.4） （0.2） （0.0） （17.2） （100.0）

救助活動人員
11,200 169 2,123 193 0 113 0 0 2,668 16,466 

（68.0） （1.0） （12.9） （1.2） （0.0） （0.7） （0.0） （0.0） （16.2） （100.0）

１件当たりの救助活動人員 15.5 10.0 15.4 18.3 9.9 7.6 10.6 7.6 8.9 9.6 

（注）　１　 「救助業務実施状況調」により作成
　　　２　 （　）内は構成比（％）。単位未満四捨五入のため、合計等が一致しない場合がある。
　　　３　 「救助出動人員」とは、救助活動を行うために出動したすべての人員をいう。
　　　４　 「救助活動人員」とは、救助出動人員のうち実際に救助活動を行った人員をいう。
　　　５　 「建物等による事故」とは、建物、門、柵、へい等建物に付帯する施設又はこれらに類する工作物の倒壊による事故、建物等内に閉じ込められる

事故、建物等に挟まれる事故等をいう。
　　　６　 「その他」とは、上記事故種別以外の事故で、消防機関による救助を必要としたものをいう。

第2-6-1図 事故種別救助活動件数の状況

（備考）　「救助業務実施状況調」により作成

火災
4,389件
（7.7％）
158件減、
3.5％減

火災
4,389件
（7.7％）
158件減、
3.5％減

交通事故
15,096件
（26.6％）
732件減、
4.6％減

交通事故
15,096件
（26.6％）
732件減、
4.6％減

水難事故
2,640件
（4.7％）
30件減
1.1％減

風水害等自然災害事故
317件（0.6％）
32件減、9.2％減

機械による事故
1,003件（1.8％）44件増、4.6％増

建物等による事故
22,643件（39.9％）
423件増、1.9％増

建物等による事故
22,643件（39.9％）
423件増、1.9％増

ガス及び酸欠事故
387件（0.7％）
28件増、7.8％増

その他
10,215件（18.0％）
235件増、2.4％増

その他
10,215件（18.0％）
235件増、2.4％増

救助活動件数
56,695件

破裂事故
５件（0.0％）
２件増、66.7％増

（平成26年中）

第2-6-2図 事故種別救助人員の状況

（備考）　「救助業務実施状況調」により作成

交通事故
20,018人
（34.6％）
315件減、
1.5％減

交通事故
20,018人
（34.6％）
315件減、
1.5％減

火災
1,733人（3.0％）
95人増、5.8％増

建物等による事故
21,063人（36.4％）
305人増、1.5％増

建物等による事故
21,063人（36.4％）
305人増、1.5％増

その他
9,734人（16.8％）
215人増、2.3％増

その他
9,734人（16.8％）
215人増、2.3％増

救助人員
57,809人 水難事故

2,744人
（4.7％）
159人増、
6.2％増

風水害等自然災害事故
919人（1.6％）
374人減、28.9％減

機械による事故
1,206人（2.1％）23件増、1.9％増

ガス及び酸欠事故
388人（0.7％）
39人増、11.2％増

破裂事故
４人（0.0％）
３人増、300.0％増

（平成26年中）

＊１　�救助省令に基づき、人口10万人以上の消防常備市町村には、特別救助隊が設置され、中核市等では１以上の特別救助隊を高
度救助隊とし、また、東京消防庁及び政令指定都市では、１以上の高度救助隊を特別高度救助隊とすることとされている。
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災害やテロ災害に備えて、より高度かつ専門的な機
能が必要とされている（第2-6-3表）。
　消防庁としては、救助工作車及び救助器具等につ
いて、緊急消防援助隊設備整備補助金及び地方交付
税措置を講じることなどにより、その整備の促進を
図っている。

　救助活動に必要な体力、精神力、技術力を養うと
ともに、全国の救助隊員が一同に会し、競い、学ぶ

ことを通じて他の模範となる救助隊員を育成するこ
とを目的に、昭和47年（1972年）から全国消防救
助技術大会が毎年開催されている（主催：一般財団
法人全国消防協会、後援：消防庁ほか）。
　全国消防救助技術大会は、陸上の部と水上の部に
分かれており、それぞれの部に隊員一人ひとりが基
本的な技能を練磨する「基礎訓練」、隊員個人の技
能とともに隊員間の連携を練磨する「連携訓練」、
さらに、使用する器材や訓練要領等を定めず出場隊
員の創意工夫のもと訓練想定から救助方法までを披
露する「技術訓練」が行われる。

	 3.	 全国消防救助技術大会の実施

特殊災害対応自動車

特殊災害対応自動車の積載資機材
（可搬型化学剤検知・同定装置）

特別高度工作車 大型除染システム搭載車

重機及び重機搬送車

大規模震災用高度救助車
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　第44回大会は、平成27年８月29日に神戸市で開
催され、陸上の部は712人、水上の部は272人の隊
員が参加した。第45回大会は松山市で開催される。

（１）体制の整備
　消防機関の行う救助活動は、火災、交通事故、水
難事故、自然災害からテロ災害などの特殊な災害に
までおよぶものであり、消防庁ではこれらの災害に
対して適切に対応できるよう所要の体制の整備を進
めている。特に平成16年10月に発生した新潟県中
越地震、平成17年４月に発生したJR西日本福知山
線列車事故等を踏まえて全国的な救助体制の強化の
必要性が高まり、平成18年４月に救助省令を改正
し、新たに東京消防庁及び政令指定都市消防本部に
特別高度救助隊を、また、中核市消防本部等に高度
救助隊を創設した。これらの隊には従来の救助器具
に加え、地震警報器や画像探索機などの高度救助用
器具を備えることとし、関係消防本部において着実
に整備が進められてきた。また、この特別高度救助
隊及び高度救助隊の隊員の構成については、人命の
救助に関する専門的かつ高度な教育を受けた隊員で
構成することとし、その隊員の教育を消防大学校や
各都道府県、各政令指定都市の消防学校等における
教育訓練に取り入れた。

（２）車両及び資機材の整備
　平成28年に伊勢志摩サミット、平成31年にラグ
ビーワールドカップ、平成32年に2020年東京オリ
ンピック・パラリンピック競技大会など、大規模イ
ベントが開催予定であり、国内外においてテロの発
生が危惧される中で、有毒化学物質や細菌等の生物
剤、放射線の存在する災害現場においても迅速かつ
安全な救助活動を行うことが求められている。こう
した状況を踏まえ消防庁では、救助隊の装備の充実
を図るため、消防組織法第50条（国有財産等の無
償使用）に基づき、主要都市に特殊災害対応自動車
や化学剤検知器など所要の車両及び資機材を配備し
ている（第2-6-4表）。
　また、大規模地震や特殊な事故に備え、同じく無
償使用により、ウォーターカッター装置＊2と大型ブ
ロアー装置＊3を搭載した特別高度工作車等の車両・
資機材を配備している（第2-6-4表）。
　さらに、広島土砂災害や御嶽山噴火災害を踏まえ、
重機＊4、重機搬送車並びに火山対応型山岳救助資機
材キット＊5、有毒ガス（化学剤）検知器を配備し、
緊急消防援助隊の充実強化を図っており、各消防本
部では、これらの資機材等を活用した訓練が実施さ
れている。

（３）救助技術の高度化等
　多様な救助事案に全国の消防本部が的確に対応し
うることを目的に、救助技術の高度化等を推進する
ため、「救助技術の高度化等検討会」（第１回開催：

	 4.	 救助体制の課題

第2-6-3表 救助活動のための機械器具等の保有状況及び救助隊が搭乗する車両
（平成27年４月１日現在）

主
な
救
助
器
具

省令別表
第１

三連
はしご

救命索
発射銃

油圧
スプレッダー

油圧切断機
可搬

ウィンチ
エンジン
カッター

チェーンソー ガス溶断器
可燃性

ガス測定器
空気

呼吸器

7,073 1,963 2,119 1,981 4,375 6,029 6,422 1,384 5,429 48,680 

省令別表
第２

マット型
空気ジャッキ

大型油圧
スプレッダー

大型油圧
切断機

削岩機 空気鋸
簡易画像

探索機
ロープ
登降機

ハンマ
ドリル

送排風機
酸素

呼吸器

2,660 2,123 2,164 1,623 1,950   903 2,834 1,527 2,097  3,459 

省令別表
第３

画像探索機
地中音響

探知機
熱画像

直視装置
夜間用

暗視装置
地震

警報器
電磁波

探査装置
二酸化炭素

探査装置
水中

探査装置

  614   313 1,053   330   181    96    54    79

搭乗車両
救助

工作車
はしご車

屈折
はしご車

消防
ポンプ車

水槽付
ポンプ車

化学車 その他 計

1,244   457    77   277   382   127   484 3,048

＊２　�ウォーターカッター装置：研磨剤を含む高圧の水流により切断を行う器具。切断時に火花が発生しないため危険物や可燃性
ガスが充満した場所でも使用可能

＊３　大型ブロアー装置：車両積載の高性能大型排煙機。排煙と同時に噴霧消火等も可能
＊４　重機：がれき、土砂等の障害物を除去することにより、道路の啓開、救助隊等と連携した効果的な救助活動を行う。
＊５　�火山対応型山岳救助資機材キット：噴火災害時において、活動が困難な救助現場に対処するため、火山性ガス検知器や防毒

マスク、山岳用資機材をセットにしたもの。
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平成９年度（1997年度））及び「全国消防救助シン
ポジウム」（第１回開催：平成10年度（1998年度））
を毎年度開催している。平成27年度は、平成26年
に発生した御嶽山の噴火災害を踏まえて山岳救助活
動に焦点を当て、山岳救助全般や特殊環境について
情報共有・問題点の検討を図り、対応力の向上を目
的として、それぞれ実施している。
　昨今の登山ブームに加え、平成28年８月11日か
ら国民の祝日として「山の日」が制定され、登山者
が増え山岳遭難事故の増加が懸念される。山岳救助
活動は、特殊な環境下での活動を強いられ、その困
難性は大きなものである。
　また、御嶽山噴火災害では、標高3,000メートル
を超える環境と噴火による二次災害の危険性が高い
中での活動を余儀なくされた。
　これらのことを踏まえ、救助技術の高度化等検討
会で「御嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動の高
度化」をテーマに、消防救助関係者のほか、防災分
野の有識者、山岳（登山）の専門家、医療関係者及
び関係行政機関などが参画し、山岳救助活動の基本
事項から噴火災害といった特殊事項まで含め、安全
かつ確実な山岳救助活動を実施するための活動要領
のとりまとめを目的として検討を行っている。
　一方、全国消防救助シンポジウムは、テーマを「御
嶽山噴火災害を踏まえた山岳救助活動について」と
し、山岳救助全般の特性や、標高、気象条件、噴火
など活動に影響を及ぼすと考えられる事象などにつ
いて、専門家による講演や消防本部による事例研究
発表、総合討論を行い、全国の消防本部の経験・知
見・技術を共有することにより、対応能力の向上に
資する機会とする。

区分
配備年度

車　　　両 配備数

平成18年度
大型ブロアー装置搭載車 ５台

ウォーターカッター装置搭載車 ５台

平成19年度 大型除染システム搭載車 ５台

平成20年度 特別高度工作車 ５台

平成21年度

特別高度工作車 ９台

大型除染システム搭載車 ８台

特殊災害対応自動車 10台

平成24年度

大型除染システム搭載車 ４台

特殊災害対応自動車 １台

特殊災害工作車 ２台

大規模震災用高度救助車 ３組

重機及び重機搬送車 19組

平成27年度
重機及び重機搬送車※ ３組

大型除染システム搭載車※ １台

第2-6-4表 主な車両及び資機材の配備状況
（無償使用によるもの）

区分
配備年度

資　機　材 配備数

平成18年度 検知型遠隔探査装置 １式

平成20年度 化学剤検知器（携帯型気体用） 29式

平成21年度

化学剤検知器（携帯型気体用） 86式

化学剤検知器
（化学物質同定装置（液体・固体用））

15式

化学剤検知器
（化学物質同定装置（気体用））

15式

生物剤検知器（生物剤同定装置） 110式

陽圧式化学防護服 500着

除染シャワー 100式

救助用支柱器具 100式

検知型遠隔探査装置 １式

平成23年度

生物剤検知器（携帯型気体用） 11式

検知型遠隔探査装置 ４式

バッテリー式救助用破壊器具 500式

ドライスーツ 500式

大型除染システム １式

平成24年度 生物剤検知器（携帯型気体用） 10式

平成27年度

化学剤検知器※（携帯型気体用） 30式

火山対応型山岳救助資機材キット※ 41式

有毒ガス測定器及び有毒ガス検知管 110式

備考　※印については、平成27年度中に配備予定

206


	DW6_A8335A01_販売用_C
	CW6_A8335C00_J
	CW6_A8335B01_J
	CW6_A8335D010_J
	CW6_A8335D021_J
	CW6_A8335D022_J
	CW6_A8335D031_J
	CW6_A8335D032_J
	CW6_A8335D033_J
	CW6_A8335D034_J
	CW6_A8335D101_J
	CW6_A8335D102_J
	CW6_A8335D103_J
	CW6_A8335D104_J
	CW6_A8335D105_J
	CW6_A8335D106_J
	CW6_A8335D107_J
	CW6_A8335D108_J
	CW6_A8335D201_J
	CW6_A8335D202_J
	CW6_A8335D203_J
	CW6_A8335D204_J
	CW6_A8335D205_J
	CW6_A8335D206_J
	CW6_A8335D207_J
	CW6_A8335D208_J
	CW6_A8335D209_J
	CW6_A8335D210_J
	CW6_A8335D301_J
	CW6_A8335D302_J
	CW6_A8335D400_J
	CW6_A8335D500_J
	CW6_A8335D600_J
	CW6_A8335DF01_J
	CW6_A8335DF02-01_J
	CW6_A8335DF02-02_見開き_J
	CW6_A8335DF02-03_J
	CW6_A8335DF02-04_見開き_J
	CW6_A8335DF02-05_J
	CW6_A8335DF03-01_J
	CW6_A8335DF03-02_見開き_J
	CW6_A8335DF03-03_J
	CW6_A8335DF04_J
	CW6_A8335DF05_J
	CW6_A8335DF06_J
	CW6_A8335E02
	DW6_A8335A04_販売用_C



